
JP 6182759 B2 2017.8.23

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口を設けた固定羽と前記開口を開閉可能な可動羽とを備えたスラットが上下方向に複
数連結されていて、前記上下のスラットの相対移動によって前記可動羽を開作動させるよ
うにしたシャッター装置であって、
　前記スラットの端部の上下動をガイドする受け入れ部を有するガイドレール部と、
　前記ガイドレール部の受け入れ部内に対向して設けられていて前記可動羽の端部に設け
た支持部に当接可能な抵抗体とを備え、
　少なくともいずれか一方の前記抵抗体は、一部の前記抵抗体が他の前記抵抗体より接触
抵抗が大きいものを混在させたことを特徴とするシャッター装置。
【請求項２】
　前記抵抗体は複数の繊維からなる繊維体である請求項１に記載されたシャッター装置。
【請求項３】
　前記ガイドレール部の受け入れ部の対向する内面に前記繊維体が前記ガイドレール部の
長手方向に沿ってそれぞれ設けられ、接触抵抗の大きい一部の前記繊維は前記ガイドレー
ル部の長手方向に沿って配列されている請求項２に記載されたシャッター装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物の開口部に用いられていてスラットによって採光や通風等の可能なシャ
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ッター装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、スラットをブラインドとして用いた採光や通風等の可能なシャッターカーテンと
して、例えば特許文献１に記載されたシャッター装置が提案されている。
　このシャッター装置は固定羽と可動羽が重ねて設けられたスラットが上下方向に複数連
結されていて、シャッターカーテンが建物の開口部を閉鎖させた閉鎖状態で可動羽を開閉
操作させることができる。
【０００３】
　このシャッター装置は、上下方向に配列された複数のスラットにおいて上側の固定羽で
下側のスラットに設けた可動羽を押すことで、下側の可動羽を回動させて開作動させ、固
定羽の開口を通して採光や通風ができるようになっている。しかも、開状態にある可動羽
によって外部から室内を視認しにくい状態にすることができる。
【０００４】
　上述したシャッター装置では、上側のスラットと下側のスラットとの連結部や各スラッ
トにおける固定羽に対する可動羽の連結部には、両端部に固定部材が設置され、上側のス
ラットに対して下側のスラットが横ずれたり、各スラットの固定羽に対して可動羽が横ず
れしたりすることを防いでいる。
【０００５】
　また、特許文献２に記載されたシャッター装置では、スラット端部を収納したガイドレ
ール部に設けたリンク機構でスラットの開閉作動等を安定させて行っている。そして、リ
ンク機構を動かすことでスラットの開き角度を調整するので各スラットの細かな開閉動作
を制御することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】欧州特許第２０３９８７１号明細書
【特許文献２】特開２００９－２０３６０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献２に記載されたシャッター装置では、リンク機構をスラットご
とに連動させる構成であるために、スラットごとにリンクやその駆動機構等の多数の専用
部品が必要になり、部品点数が非常に多くなるという欠点があった。
【０００８】
　本発明は、このような課題に鑑みてなされたものであって、スラットの開閉作動を少な
い部品で簡単な機構を用いて制御できるようにしたシャッター装置を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明によるシャッター装置は、開口を設けた固定羽と開口を開閉可能な可動羽とを備
えたスラットが上下方向に複数連結されていて、上下のスラットの相対移動によって可動
羽を開作動させるようにしたシャッター装置であって、スラットの端部の上下動をガイド
する受け入れ部を有するガイドレール部と、ガイドレール部の受け入れ部内に対向して設
けられていて可動羽の端部に形成した支持部に当接可能な抵抗体とを備え、少なくともい
ずれか一方の抵抗体は、一部の抵抗体が他の抵抗体より接触抵抗が大きいものを混在させ
たことを特徴とする。
　本発明によるシャッター装置によれば、スラットの可動羽が開作動した状態でその端部
に形成した支持部がガイドレール部の受け入れ部内に対向して設けた抵抗体に当接して開
状態にある可動羽を支持でき、特に一部の抵抗体の接触抵抗が大きいので開状態にある可
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動羽の支持部の開閉作動に抵抗して安定して保持できる。また、抵抗体として接触抵抗の
大きい一部の抵抗体と接触抵抗の小さい他の抵抗体とを混在させたことで、簡単な構成で
確実に可動羽を開状態に保持できると共に、閉状態では抵抗体に当接しないか当接が少な
いために容易に上下動できる。
【００１０】
　また、抵抗体は複数の繊維からなる繊維体であることが好ましい。
　抵抗体が複数の繊維からなることで、可動羽の支持部が開閉作動する際に、繊維が個別
に変位して作動時の抵抗が比較的小さく、しかも開状態にある可動羽と繊維体との当接に
よる抵抗が接触抵抗の大きい一部の抵抗体によって大きく設定される。
【００１１】
　また、ガイドレール部の受け入れ部の対向する内面に繊維体がガイドレール部の長手方
向に沿ってそれぞれ設けられ、接触抵抗の大きい一部の繊維はガイドレール部の長手方向
に沿って配列されていてもよい。
　ガイドレール部の受け入れ部の対向する内面に繊維体がガイドレール部の長手方向に沿
ってそれぞれ設けられているため、上下方向に複数連結されたスラットの各可動羽が開状
態で、支持部が長手方向に沿って配列された繊維体に当接し、しかも接触抵抗の大きい一
部の繊維も長手方向に配列しているから、上下方向の各スラットの可動羽を大きな接触抵
抗で確実に保持できる。
　なお、接触抵抗の大きい繊維は比較的太さの大きい繊維である。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によるシャッター装置によれば、スラットの可動羽が開作動した状態でその端部
に形成した支持部がガイドレール部の受け入れ部内に設けた抵抗体に当接して開状態にあ
る可動羽を支持でき、特に一部の抵抗体の接触抵抗が大きいので開状態にある可動羽の支
持部の上下動に抵抗して安定して保持できる。
【００１３】
　また、抵抗体として接触抵抗の大きい一部の抵抗体と接触抵抗の小さい他の抵抗体とを
混在させたことで、可動羽を開状態に保持できると共に、閉状態では抵抗体に当接しない
か当接が少ないために容易に上下動できる。
　しかも、ガイドレール部の受け入れ部内に対向して抵抗体を設置するだけでよいから部
品点数が少なくてコストを低廉にできる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態によるシャッター装置を示す分解斜視図である。
【図２】図１に示すシャッター装置の正面図である。
【図３】シャッターカーテンのスラットの可動羽を閉じた状態の要部縦断面図である。
【図４】シャッターカーテンのスラットの可動羽を開いた状態の要部縦断面図である。
【図５】シャッターカーテンのスラットを室外側から見た部分斜視図である。
【図６】図５に示すシャッターカーテンのスラットを室内側から見た部分斜視図である。
【図７】（ａ）は可動羽が開状態にあるスラットの縦断面図、（ｂ）は同じく太陽光が開
口から入射する光路を示す図である。
【図８】スラットの連結部のかしめ部を示す図であり、（ａ）はスラットの連結部の縦断
面図、（ｂ）はスラットの連結部を室内側から見た斜視図である。
【図９】ガイドレール部を一部破断したシャッターカーテンの一部を示す斜視図である。
【図１０】スラットが閉状態の場合のガイドレール部を示す図１３のＡ－Ａ線水平断面図
である。
【図１１】スラットが開状態の場合のガイドレール部を示す図１４のＢ－Ｂ線水平断面図
である。
【図１２】受け入れ部の内面に設けたモヘアの図であり、（ａ）は室内側と室外側の内面
に設けたモヘアの図、（ｂ）は変形例による室内側の内面に設けたモヘアの図である。
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【図１３】閉状態のスラットとモヘアを示す図１０のガイドレール部のＣ－Ｃ線縦断面図
である。
【図１４】開状態のスラットとモヘアを示す図１１のガイドレール部のＤ－Ｄ線縦断面図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態によるシャッター装置を図１乃至図１４に基づいて説明する。
　図１及び図２に示す実施形態によるシャッター装置１は、建物の開口部２にフレーム３
が形成され、フレーム３は上枠３ａと下枠３ｂと左右一対の縦枠３ｃとで四角形枠状に形
成されている。フレーム３の上側の天板４と上枠３ａとの間にシャッターユニット６が設
置されている。シャッターユニット６の下側における両側の縦枠３ｃに一対のガイドレー
ル部７が上下方向に取り付けられている。
【００１６】
　シャッターユニット６の内部にはシャフト８と駆動モータ９とが設置され、シャフト８
には長尺の複数のスラット１０が上下方向に連結されたシャッターカーテン１２が巻回さ
れている。駆動モータ９の正逆回転により、シャッターカーテン１２を巻き上げれば開口
部２の開口状態を得られ、シャッターカーテン１２を繰り出して下端まで降下させれば開
口部２の閉鎖状態を得られる。シャッターカーテン１２の上下動はその両端部を挟むガイ
ドレール部７によってガイドされる。
【００１７】
　次にシャッターカーテン１２の構造について図３～図６により説明する。シャッターカ
ーテン１２はその上端部と下端部の巾木１３との間に複数のスラット１０が互いに回動可
能に上下方向に連結されている。各スラット１０は開口１４を備えた固定羽１５と、固定
羽１５に対して回動可能な可動羽１６とを備え、上側のスラット１０の固定羽１５の下端
部と下側のスラット１０の可動羽１６の上端部とが回動可能に連結されて上下方向に連な
っている。なお、図５、図６において、上側の２枚の可動羽１６は固定羽１５に当接した
閉状態を示し、下側の２枚の可動羽１６は固定羽１５から開作動した開状態を示している
が、可動羽１６は閉状態と開状態または開作動の途中で停止保持可能である。
【００１８】
　各スラット１０における固定羽１５と可動羽１６は横幅方向に長尺に形成された略長板
状であり、縦断面視で円弧状に湾曲して形成されている。固定羽１５は開口１４が長円形
状に形成され、１または複数、例えば３つの開口１４が上下方向に互いに分離して形成さ
れている。なお、各開口１４にネットを貼り付けてもよい。
　本実施形態に示す例では、図６及び図７に示すように、３つの開口１４は固定羽１５の
縦幅方向の上側に偏って配列されて形成されているが、縦幅方向全体に等間隔に配列形成
されていてもよい。固定羽１５の複数の開口１４を上側に偏らせて配列形成することで、
可動羽１６が開状態に保持された際に外部から開口１４内を視認し難く、太陽光等の外部
光は下側の可動羽１６の外面と上側の可動羽１６の内面に反射して開口１４から入射し、
柔らかい光を室内で採光することができる。採風についても開状態にある可動羽１６と固
定羽１５の間隙から複数の開口１４を通して室内に流入可能であり、その逆も可能である
。
【００１９】
　なお、一例として、図７（ａ）、（ｂ）に示すスラット１０において、固定羽１５の下
端から１０ｃｍ前後の位置に縦幅５ｍｍの開口１４を５ｍｍ間隔で３カ所上方に形成する
。開口１４の縦幅を５ｍｍ以下にすることで子供の指でも通り抜けられないようにした。
最も下側の開口１４は開状態の可動羽１６の下端より上方に位置するので、安全性と遮光
とプライバシーを確保でき、しかも、採光や風の柔らかさや量等を調整することができる
。
【００２０】
　しかも、３つの開口１４は固定羽１５の横幅方向（長手方向）に沿って所定間隔で複数
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組形成されている。
　また、可動羽１６は、図５において、中央領域に形成され且つ縦幅方向の長さが固定羽
１５と略同一で固定羽１５の開口１４を開閉可能な本体部１６ａと、その両端部が切り欠
かれて縦幅方向の長さの小さい支持部１６ｂとを形成している。そして、固定羽１５の両
端部と可動羽１６の小幅の両支持部１６ｂは両側のガイドレール部７内にそれぞれ挿入さ
れて上下動をガイドされる。
【００２１】
　次に、複数のスラット１０の連結構造について図３，４及び図８によって説明する。複
数のスラット１０の連結構造は左右同一構成であり、本実施形態では図８で一方の端部の
みを示して説明する。
　各スラット１０において、固定羽１５の上端部には室外側を向く第一フック部１５ａが
形成され、更に第一フック部１５ａの付け根には可動羽１６の開作動をストップさせるス
トッパー１５ｂが形成されている。また、固定羽１５の下端部にも第二フック部１５ｃが
形成され、更に第二フック部１５ｃには下側の可動羽１６を押圧して開作動させる押圧部
１８が形成されている。
【００２２】
　一方、可動羽１６には上端部に固定羽１５の第一フック部１５ａ内に回動可能に挿入さ
れた断面略円弧状の係止部２０と、第一フック部１５ａを外側から室内側に覆う断面略Ｌ
字状の第一係合部２１ａとを備え、更に第一係合部２１ａの途中から分岐して上方に延び
ていて、上側に位置するスラット１０の固定羽１５の下端部に形成した第二フック部１５
ｃ内に回動可能に挿入される第二係合部２１ｂとが形成されている。上下のスラット１０
は、上側の固定羽１５の第二フック部１５ｃと下側の可動羽１６の第二係合部２１ｂとが
回動可能に嵌合することで連結されている。
　しかも、係止部２０と第一係合部２１ａの間には、上側の固定羽１５の押圧部１８の押
圧を受けて可動羽１６を第一フック部１５ａと第二フック部１５ｃを中心に回動させて開
作動させる受け面１６ｃが形成されている。
【００２３】
　そのため、図３及び図８において、可動羽１６の本体部１６ａが固定羽１５に当接して
いる閉位置にある状態から、シャッターカーテン１２をわずかに下方移動させて上側の固
定羽１５の押圧部１８で下側の可動羽１６の受け面１６ｃを押すことで、図４に示すよう
に、可動羽１６が回動して固定羽１５から離間する方向に開作動することになる。この場
合、可動羽１６の開作動は第一係合部２１ａが固定羽１５のストッパー１５ｂに当接する
ことで停止し、固定羽１５に対して可動羽１６は所定角度、例えば鋭角で開いた状態に保
持される。
　この状態で、図７に示すように、固定羽１５の開口１４は外部から視認し難く、太陽光
等の外部光は下側の可動羽１６の外面とその上の可動羽１６の内面に反射して開口１４か
ら入射して採光する。
【００２４】
　また、図８（ａ）、（ｂ）に示す上下に連結されたスラット１０において、固定羽１５
の上端部に形成された第一フック部１５ａはその幅方向の長さが両端で短くなっており、
その外側で可動羽１６の第一係合部２１ａが切り欠かれた切欠部２３を介してその外側端
部の第一係合部２１ａがかしめられて第一かしめ部２４Ａが形成されている。そのため、
各スラット１０の固定羽１５に対して可動羽１６の幅方向の摺動範囲は両端の第一かしめ
部２４Ａで規制されており、スラット１０の固定羽１５から可動羽１６が幅方向に横ずれ
したり外れたりすることを阻止できる。
【００２５】
　また、上側の固定羽１５に形成した下端部の第二フック部１５ｃはその幅方向の長さが
両端で短くなっており、その外側で可動羽１６の第二係合部２１ｂが切り欠かれた切欠部
２５を介してその外側端部の第二係合部２１ｂがかしめられて第二かしめ部２４Ｂが形成
されている。そのため、上側の固定羽１５に対して下側の可動羽１６の幅方向の摺動範囲
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は両端の第二かしめ部２４Ｂで規制されており、上側の固定羽１５から下側の可動羽１６
が幅方向に横ずれしたり外れたりすることを阻止できる。
【００２６】
　なお、可動羽１６の第一係合部２１ａと第二係合部２１ｂは両側の支持部１６ｂ間の長
さと同一長さであり、固定羽１５の第一フック部１５ａは第一係合部２１ａの両側の切欠
部２３までの長さであり、第二フック部１５ｃは第二係合部２１ｂの両側の切欠部２５ま
での長さを有している。
【００２７】
　次にシャッターカーテン１２の上下動をガイドするガイドレール部７の構造について図
９から図１４により説明する。ガイドレール部７もシャッターカーテン１２の両側に配設
されているが、両者は同一構造であるため、一方のガイドレール部７で説明する。
　図９、図１０、図１１に示すように、フレーム３の左右の縦枠３ｃに固定される一対の
ガイドレール部７は、シャッターカーテン１２の各スラット１０を上下動可能にガイドす
る断面略Ｕ字状の受け入れ部２７と縦枠３ｃに連結する取り付け部２８とを有している。
受け入れ部２７の開口を通して各スラット１０の固定羽１５の端部と可動羽１６の支持部
１６ｂとが内部に挿入されている。図１１に示すように、スラット１０が開状態にある場
合に、スラット１０の両端部の水平方向の開き幅と受け入れ部２７の開口幅とをほぼ同一
に設定する。
【００２８】
　そして、受け入れ部２７の対向する内面２７ａ、２７ｂにはそれぞれ繊維体としてモヘ
ア３０が基部２９に植設されている。モヘア３０はガイドレール部７の受け入れ部２７の
開口とシャッターカーテン１２との隙間を埋め、シャッターカーテン１２の上下動をガイ
ドする消音材としての機能を有する。
　内面２７ａ、２７ｂのモヘア３０は複数列の繊維で構成されており、室内側と室外側の
内面２７ａ、２７ｂに設けたモヘア３０ａ、３０ｂは図１２（ａ）に示すように比較的太
さが小さく硬さが小さい繊維３１と比較的太さが大きく硬さが大きい繊維３２との２種類
の繊維で構成されている。なお、室内側の内面２７ａに設けたモヘア３０ａについては図
１２（ｂ）に示すように一種類の上述した硬さの小さい繊維３１で構成されていてもよい
。
【００２９】
　例えば、各内面２７ａ、２７ｂにおけるモヘア３０ａ、３０ｂがガイドレール部７の上
下方向に３列で延びているとして、室内側と室外側の内面２７ａ、２７ｂのモヘア３０ａ
、３０ｂは図１２（ａ）に示すように柔らかい２列の繊維３１と太さが大きく硬い1列の
繊維３２とで構成されている。或いは、室内側の内面２７ａのモヘア３０ａは図１２（ｂ
）に示すように例えば３列全て繊維３１で柔らかく、室外側の内面２７ｂのモヘア３１ｂ
は図１２（ａ）に示すように柔らかい２列の繊維３１と硬い１列の繊維３２で構成されて
いてもよい。
【００３０】
　そのため、閉状態にあるスラット１０は、図１０及び図１３に示すように、ガイドレー
ル部７の受け入れ部２７の内面２７ａ、２７ｂに設けたモヘア３０ａ、３０ｂ間に収まり
、上下動可能とされている。
　一方、開状態にある各スラット１０は、図１１及び図１４に示すように、可動羽１６の
小幅の支持部１６ｂが受け入れ部２７内の両側の内面２７ａ，２７ｂのモヘア３０ａ、３
０ｂに当接する。特に室外側で第一及び第二係合部２１ａ、２１ｂから比較的離間した支
持部１６ｂの端部が硬さの大きい繊維３２の列を混在させたモヘア３０ｂに当接すること
で、自重による降下に抵抗して阻止する。また、手動等で、スラット１０を外部から上側
に上げようとした場合にもモヘア３０ａ、３０ｂ、特に硬さの大きい繊維３２の列で抵抗
する。更に、閉状態でも各スラット１０を両側のモヘア３０ａ，３０ｂに当接しないかわ
ずかに当接する程度であるため、シャッターカーテン１２の開閉操作音を消音して上下動
可能に保持できる。
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【００３１】
　本実施形態によるシャッター装置１は上述した構成を備えており、次にその作用を説明
する。シャッターカーテン１２が建物の開口部２を開口状態から閉鎖状態に閉じる場合、
図示しないスイッチによって駆動モータ９を一方向に回転駆動させてシャッターカーテン
１２をシャフト８に巻き上げた状態から繰り出し、図２及び図３に示すように、シャッタ
ーカーテン１２の各スラット１０の可動羽１６が固定羽１５に当接した閉状態で、両側の
ガイドレール部７にガイドされて降下させる。
【００３２】
　そして、シャッターカーテン１２の下端部の巾木１３がフレーム３の下枠３ｂに当接し
て、負荷が変化することを駆動モータ９に取り付けたエンコーダ等の検知手段で検知する
か、巾木１３または下枠３ｂ等に設けたセンサ等で検知することで停止する。この状態で
開口部２はシャッターカーテン１２で閉鎖されている。
【００３３】
　この状態から、通風または採光のために可動羽１６を開作動させるには、更に駆動モー
タ９でシャッターカーテン１２をわずかに下方移動させる。これによって、各スラット１
０の固定羽１５の下端部の押圧部１８で下側のスラット１０の可動羽１６の受け面１６ｃ
を押すことで、可動羽１６が第一フック部１５ａを嵌合する第一係合部２１ａと第二フッ
ク部１５ｃに嵌合される第二係合部２１ｂとを中心に回転することで所定角度だけ室外側
に開作動し、第一係合部２１ａが固定羽１５のストッパー１５ｂに当接して開状態で停止
する。
【００３４】
　この状態で、図７に示すように、屋外の風が固定羽１５の開口１４を通して室内に送ら
れ、太陽光等の光が下側の可動羽１６や上側の可動羽１６で反射して開口１４を通して室
内を柔らかい光が照射する。採風も同様に固定羽１５の開口１４を通して室内外に柔らか
く流通する。また、開状態にある可動羽１６の下端部より上方に固定羽１５の複数の開口
１４が配設されているから、外部から開口１４を通して室内を視認し難く、各開口１４の
縦幅も小さいのでプライバシーを保護すると共に防犯上の安全性を向上できる。
【００３５】
　また、建物の開口部２を開放するには、駆動モータ９を逆回転させてシャッターカーテ
ン１２を若干上方移動させることで押圧部１８が可動羽１６の受け面１６ｃから離れ、可
動羽１６をその自重によって固定羽１５に当接させて開口１４を閉作動させる。その後、
駆動モータ９を更に逆回転させてシャッターカーテン１２をシャフト８に巻き上げればよ
い。
　また、各スラット１０が閉状態で上下動する場合には、図１０及び図１３に示すように
、各スラット１０の固定羽１５と可動羽１６は、その両端部がガイドレール部７の各受け
入れ部２７における内面２７ａ、２７ｂのモヘア３０ａ、３０ｂ間でいなして消音させて
上下動する。また、スラット１０の可動羽１６を外部から人為的に開こうとしても、両内
面２７ａ、２７ｂのモヘア３０ａ、３０ｂが当接して抵抗する。
【００３６】
　一方、スラット１０の可動羽１６が固定羽１５に対して開状態にある場合には、スラッ
ト１０はガイドレール部７の各受け入れ部２７における内面２７ａ、２７ｂのモヘア３０
ａ、３０ｂ間と同一幅になり、互いに当接する。しかも、図１１及び図１４に示すように
、可動羽１６の両端の支持部１６ｂは開いた状態で内面２７ｂの硬い繊維３２を含むモヘ
ア３０ｂに当接することで、自重による降下方向の荷重に対して抵抗し、モヘア３０ａ、
３０ｂの硬さで可動羽１６を開状態に維持する。また、固定羽１５の押圧部１８が可動羽
１６の受け面１６ｃから離れた場合には支持部１６ｂがモヘア３０ｂ，３０ａの抵抗に打
ち勝って自重で閉作動することを許容する。
【００３７】
　しかも、上述したシャッターカーテン１２の開閉作動と、各スラット１０における可動
羽１６が開口１４を設けた固定羽１５に対する開閉作動を行うに際し、各可動羽１６は第
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一かしめ部２４Ａと第二かしめ部２４Ｂによって固定羽１５に対して横ずれすることを規
制できる。
【００３８】
　上述のように、本実施形態によるシャッター装置１によれば、シャッターカーテン１２
の各スラット１０において、可動羽１６は第一かしめ部２４Ａによって固定羽１５の第一
フック部１５ａに対して横ずれしないように規制されるため、組立後に可動羽１６が固定
羽１５から横ずれしたり、外れたりすることを規制できる。また、各可動羽１６は第二か
しめ部２４Ｂによって上側の固定羽１５の第二フック部１５ｃに対して横ずれしないよう
に規制されるため、組立後に可動羽１６を含むスラット１０が上側のスラット１０の固定
羽１５から横ずれしたり、外れたりすることを規制できる。
【００３９】
　また、可動羽１６の第一係合部２１ａの両端に設けた第一かしめ部２４Ａと第二係合部
２１ｂの両端に設けた第二かしめ部２４Ｂは、それぞれ切欠部２３，２５によって相対回
動に寄与するその内側の部分と分離されているため、第一係合部２１ａ及び第二係合部２
１ｂの両端部をかしめても固定羽１５に対する可動羽１６の回動に影響を与えない。
　そのため、本実施形態によるシャッター装置１は、別部品の取り付け工程をなくして自
動機による製造を容易にして加工コストを低廉にできる。しかも、第一及び第二かしめ部
２４Ａ、２４Ｂを可動羽１６の同一面側に設けたので、かしめ作業が一層容易である。
【００４０】
　また、各スラット１０の両端部を挿入して上下動をガイドするガイドレール部７の各受
け入れ部２７の内面２７ａ、２７ｂにモヘア３０ａ、３０ｂを設け、少なくとも室外側の
モヘア３０ｂは繊維３１に硬さの比較的大きい繊維３２を混在させたので、可動羽１６が
開いた際に支持部１６ｂに当接するモヘア３０ｂの抵抗を大きくすることで、支持部１６
ｂを安定して係止させて開状態に維持できると共にモヘア３０ａ、３０ｂの経年劣化を抑
制できる。しかも、可動羽１６が閉状態では、モヘア３０ａ、３０ｂによってスラット１
０をいなすことで安定して上下動させることができる。
【００４１】
　また、各スラット１０において、固定羽１５の上側に偏らせて複数の開口１４を配列さ
せたため、可動羽１６を開状態にした場合、室外から開口１４を通して室内を他人が視認
することを抑制できるので、安全性と遮光とプライバシーを確保できると共に、開口１４
を通る採光や風の量を調整することをバランスさせることができる。
【００４２】
　なお、本発明によるシャッター装置１は、上述した実施形態に限定されるものではなく
、本発明の要旨を逸脱しない範囲で適宜の変更や置換等が可能である。以下に、本発明の
変形例について説明するが、上述した実施形態で説明した部品や部材等と同一または同様
なものについては同一の符号を用いて説明する。
【００４３】
　例えば、上述した実施形態では、可動羽１６における第一係合部２１ａの両端に形成し
た第一かしめ部２４Ａの内側に切欠部２３を形成したが、切欠部２３は設けなくてもよい
。この場合、少なくとも固定羽１５の第一フック部１５ａの両端部の外側に離間した位置
で可動羽１６の第一係合部２１ａに（第一フック部１５ａとの相対回動に影響を与えない
ように）第一かしめ部２４Ａを形成すればよい。同様に、固定羽１５の第二フック部１５
ｃの両端部の外側に離間した位置で可動羽１６の第二係合部２１ｂに（第二フック部１５
ｃとの相対回動に影響を与えないように）第二かしめ部２４Ｂを形成すれば、第二係合部
２１ｂに切欠部２５を設けなくてもよい。これらによって、固定羽１５と可動羽１６の相
対回動に悪影響を与えないで第一及び第二かしめ部２４Ａ，２４Ｂを形成できる。
【００４４】
　また、上述した実施形態では、可動羽１６の第一係合部２１ａと第二係合部２１ｂの両
端部に第一かしめ部２４Ａと第二かしめ部２４Ｂをそれぞれ形成して固定羽１５の第一フ
ック部１５ａ、第二フック部１５ｃと横ずれしたりしないようにしたが、この構成に代え
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て可動羽１６の第一係合部２１ａと第二係合部２１ｂの両端を短く形成し、固定羽１５の
第一フック部１５ａと第二フック部１５ｃを第一係合部２１ａと第二係合部２１ｂより両
端を長く形成し、第一係合部２１ａと第二係合部２１ｂの両端外側に切欠部を形成して、
或いは切欠部を形成しないで、その外側の両端部に第一かしめ部２４Ａと第二かしめ部２
４Ｂをそれぞれ形成して可動羽１６の横ずれを防ぐようにしてもよい。
【００４５】
　なお、繊維体としてのモヘア３０ａ、３０ｂとして、ガイドレール部７の受け入れ部２
７の対向する両内面２７ａ、２７ｂに比較的太さの大きい繊維３２と太さの小さい繊維３
１を混在させたモヘア３０ａ、３０ｂを設置したが、室内側の内面２７ａに設けたモヘア
３０ａは硬さの小さい繊維３１だけを長手方向に沿って配列させて構成してもよい。この
場合でも、可動羽１６の支持部１６ｂがモヘア３０ａ、３０ｂに当接して開状態に維持さ
れる。或いは、室外側の内面２７ｂのモヘア３０ｂを硬さの小さい繊維３１だけで構成し
てもよい。
　また、モヘア３０ａ、３０ｂにおいて、太さの大きい繊維３２は太さの小さい繊維３１
の列に並んで配列する構成に限定されるものではなく、繊維３１の任意の列に混在させて
もよく、或いは複数の列にランダムに混在させてもよい。モヘア３０ｂ等を構成する繊維
は２種類に限定されるものではなく、硬さの異なる３種類以上でもよい。
【００４６】
　また、可動羽１６の支持部１６ｂを開状態で維持する抵抗体として、モヘア３０に限定
されるものではなく、例えばスポンジ等の弾性体等、他の抵抗体を設けてもよい。
【００４７】
　また、固定羽１５に設けた開口１４は縦幅方向に３つに限定されるものではなく、２つ
または４つ以上でもよく、適宜の複数の開口１４を形成できる。また、開口１４は固定羽
１５の横幅方向に延在するものに限定されない。例えば、固定羽１５の縦幅方向に延びる
開口１４を横幅方向に複数配列させて１組の開口としてもよい。或いは、開口１４を斜め
に形成して平行に複数配列させてもよい。また、上述した実施形態では、固定羽１５の開
口１４は、開状態にある可動羽１６の下端部の水平方向の延長線に対して上側に偏心して
位置させたが、下側にずれていてもよい。
【００４８】
　なお、本発明における固定羽の第一フック部１５ａは第一保持部を構成し、第二フック
部１５ｃは第二保持部を構成する。
【符号の説明】
【００４９】
１　シャッター装置
２　開口部
７　ガイドレール部
１０　スラット
１２　シャッターカーテン
１４　開口
１５　固定羽
１５ａ　第一フック部
１５ｂ　ストッパー
１５ｃ　第二フック部
１６　可動羽
１６ａ　本体部
１６ｂ　支持部
１６ｃ　受け面
１８　押圧部
２０ａ　係止部
２１ａ　第一係合部
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２１ｂ　第二係合部
２３、２５　切欠部
２４Ａ　第一かしめ部
２４Ｂ　第二かしめ部
２７　受け入れ部
３０，３０ａ、３０ｂ　モヘア
３１、３２　繊維

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】

【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】
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